
外ヶ浜町多面的機能支払交付金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ この要綱は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮のための地域の共同活動

に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進することにより、農業・農村の有

する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるようにするため、多面的機能支払交

付金実施要綱（平成 27年 4月 1日付け 26農振第 2155号農林水産事務次官依命通知。以

下「実施要綱」という。）、多面的機能支払交付金実施要領（平成 27 年 4 月 1 日付け 26

農振第 2157号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。）、青森県多面的

機能支払の実施に関する基本方針（平成 27 年 4月 6日付け青農整第 2号。以下「基本方

針」という）に基づき、地域共同による地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源

の適切な保全管理のための推進活動（以下「農地維持活動」という。）又は地域共同によ

る施設の軽微な補修及び農村環境の保全のための活動等の地域資源の質的向上を図る共

同活動並びに老朽化が進む農業用用排水路等の長寿命化のための補修・更新等（以下「資

源向上活動」という。）を行う活動組織（以下「活動組織等」という。）に定めるものに

対して、予算の範囲内において、外ヶ浜町多面的機能支払交付金（以下「交付金」とい

う。）を交付するものとし、その交付については、外ヶ浜町補助金交付規則（平成 17年

3月 28日規則第 43号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定める

ところによる。 

 

（交付対象経費及び交付金の額） 

第２ 交付金の交付の対象となる経費（以下「交付対象経費」という。）及び交付金の額は、

別表のとおりとする。 

 

 

 



（申請書等） 

第３ 規則第３条の申請書は、別記第１号様式によるものとする。 

 ２ 規則第３条の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとお

りとする。 

  （１）農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画書の写し 

  （２）収支予算書（別記第２号様式）  

  （３）実施要綱別紙１の第６の２に規定する活動計画書の写し   

  （４）その他町長が必要と認める書類 

 

（交付金の交付の条件） 

第４ 次に掲げる事項は、交付金の交付の決定がなされた場合において、規則第５条の規

定により付された条件となるものとする。 

（１）交付金の交付の対象となる事業（以下「交付金事業」という。）について実施要綱別

紙１の第５に規定する対象農用地の面積を変更する場合申請書(別記第３号様式)を

町長に提出してその承認を受けること。 

（２）交付金事業の状況、交付金事業の経費の収支その他交付金事業に関する事項を明ら

かにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付金の交付の決定のあった年度から５

年間保管しておくこと。 

（３）交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産の実態を十分把握するように努

め、当該財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の交付の目的

に従って使用し、その効率的な運用を図ること。 

（４）交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産（機械及び器具にあっては、１

件の取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上のものに限る。）を町長の承認を受け

ないで交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に

供しないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省

令第１５号）に定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。 

（５）交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産について、財産管理台帳その他



関係書類を前号の耐用年数を経過するまでの期間整備保管すること。 

（６）交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分した

ことにより収入があった場合には、町長の定めるところにより、その収入の全部又は

一部を町に納付すること。 

（７）実施要綱別紙１の第１０の規定により農地維持支払交付金の返還等が生じた場合必

要な措置を講じること。 

（８）実施要綱別紙２の第１０の規定により資源向上支払交付金の返還等が生じた場合必

要な措置を講じること。 

（交付決定） 

第５ 規則第４条の規定による通知は、交付金交付決定通知書(別記第４号様式)により行

うものとする。 

 

（申請の取下げの期日） 

第６ 規則第７条の規定による交付金の交付の申請の取下げの期日は、交付金の交付の決

定の通知を受けた日から起算して１５日を経過した日とする。 

 

（交付金の交付方法） 

第７ 交付金は、概算払により交付する。 

２ 交付金のうち町負担分の交付は、国から県への交付決定があったことを確認後交付で

きるものとする。また、国･県負担分の交付については、県から町への交付決定があった

ことを確認後交付できるものとする。 

 

（交付金の請求） 

第８ 規則第１０条第２項の規定による交付金の請求は、請求書(別記第５号様式)を町長

に提出して行うものとする。 

 



（実績報告） 

第９ 規則第８条の実績報告書は、別記第６号様式のとおりとする。 

２ 規則第８条の規定により町長が定める書類は、次のとおりとする。 

（１）実施要綱別紙１の第７又は別紙２の第７に規定する実施状況報告書の写し 

 （２）収支精算書（第２号様式） 

 （３）その他町長が必要と認める書類 

（実績報告書の提出期限） 

第 10  報告の期日は、交付金の交付の決定のあった年度の３月末までとする。 

（交付金の額の確定） 

第 11 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、交付金事業等実績報告書等の

書類の審査及び必要に応じて実地に調査し、これに付した条件に適合すると認めたと

きは、交付すべき補助金等の額を確定し、交付金交付確定通知書(別記様式第７号)に

より通知するものとする。 

 附 則 

１ この要綱は、平成 27年 6月 1日から施行する。 

http://www.city.kumano.mie.jp/sisei/reiki_int/reiki_honbun/r3140140001.html#y6


別表（第２関係） 

 

交付対象経費 交付金の額 

 

①農地維持支払交付金及び資源向

上支払交付金（地域資源の質的向上

を図る共同活動）の交付対象経費 

 

活動組織が基本方針別紙１青森県

地域活動指針及び同指針に基づく

要件（農地維持支払）及び基本方針

別紙２青森県地域活動指針及び同

指針に基づく要件（資源向上活動

（地域資源の質的向上を図る共同

活動）に係る活動に要する経費 

 

②資源向上支払交付金（施設の長寿

命化のための活動）の交付対象経費 

 

活動組織が基本方針別紙３青森県

施設の長寿命化のための活動の対

象施設・対象活動に関する指針に係

る活動に要する経費 

 

 農地維持支払交付金の交付単価  

適用 地目 国の農地維持支払交付金と一体的に地

方公共団体が交付する交付金を加えた

交付金の１０アール当たりの交付単価 

基本単

価 

田 3,000円 

畑 2,000円 

草地 240円 

 

 

資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図

る共同活動）の交付単価 

適用 地目 国の資源向上支払交付金（地域資源の

質的向上を図る共同活動）と一体的に

地方公共団体が交付する交付金を加

えた交付金の１０アール当たりの交

付単価 

① 

田 2,400円 

畑 1,440円 

草地 240円 

② 

田 1,800円 

畑 1,080円 

草地 160円 



➂ 

田 2,000円 

畑 1,200円 

草地 200円 

④ 

田 1,480円 

畑 880円 

草地 120円 

①基本単価（新規地区及び農地水保全管理支払

５年未満継続の場合） 

②継続地区の交付単価（農地・水保全管理支払

５年以上継続地区の場合） 

➂①で多面的機能の増進を図る活動に取り組ま

ない場合の交付単価 

④②で多面的機能の増進を図る活動に取り組ま

ない場合の交付単価 

 

資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための

活動）の交付単価を上限とする。 

適用 地目 国の農地維持支払交付金と一体的に地

方公共団体が交付する交付金を加えた

交付金の１０アール当たりの交付単価 

基本単

価 

田 4,400円 

畑 2,000円 

草地 400円 

 

 

 



別記 

第１号様式（第３関係） 

    号 

 年 月 日 

 

 

 外ヶ浜町長     殿 

 

 

申請者 

住 所 

団体名 

代表者名       印 

 

 

 

平成  年度外ヶ浜町多面的機能支払交付金交付申請書 

 

 平成  年度において下記のとおり事業を実施したいので、外ヶ浜町補助金交付規則第

３条の規定により関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

 交付申請額                    

 １ 農地維持支払交付金及び資源向上支払 

   交付金（施設の長寿命化のための活動を除く）             円 

 ２ 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）          円 

 

３ 収支予算書           第２号様式のとおり 

 

４ 事業完了予定           年  月  日 

 

 



第２号様式（第３、第９関係） 

 

収支予算（精算）書 

 

（１）収入の部                            （単位：円） 

区  分 

本年度予算額 

又は 

本年度精算額 

前年度予算額 

又は 

本年度予算額 

比較増減額 

備 考 

増 減 

多面的機能支払交付金 

(1) 農地維持支払交付

金及び資源向上支

払交付金（施設の

長寿命化のための

活動を除く） 

 

(2) 資源向上支払交付

金（施設の長寿命

化のための活動） 

 

(3) その他  

     

合  計      

 

（２）支出の部                            （単位：円） 

区  分 

本年度予算額 

又は 

本年度精算額 

前年度予算額 

又は 

本年度予算額 

比較増減額 

備 考 

増 減 

多面的機能支払交付金 

(1) 農地維持支払交付

金及び資源向上支

払交付金（施設の

長寿命化のための

活動を除く） 

(2) 資源向上支払交付

金（施設の長寿命

化のための活動）  

     

合  計      



第３号様式（第４関係） 

    号 

 年 月 日 

 

 

 外ヶ浜町長       殿 

 

 

申請者 

住 所 

団体名 

代表者名       印 

 

 

 

平成  年度多面的機能支払交付金事業変更（中止又は廃止）承認申請書 

 

 平成  年  月  日付け   第   号で交付金の交付決定の通知を受けた事業

について、下記のとおり計画を変更（中止又は廃止）し［金        円の追加交

付（減額承認）を受け］たいので、外ヶ浜町多面的機能支払交付要綱第４条第１号の規定

により申請します。 

  

 

記 

 

 

１ 収支予算書  第２号様式のとおり 

 

 

 

 

 

 注：１ 金額の変更のない場合は、［ ］の部分を除くこと。 

   ２ 交付決定に係る内容及び経費の配分並びに変更後の内容及び経費の配分を容易

に比較対照できるように作成するものとし、事業計画、経費の配分及び収支予算

は、変更に係る部分についてのみ変更前を括弧書きで記載すること。 

     中止又は廃止については、中止又は廃止の理由及び期日を記載すること。 

 

 



第４号様式（第５関係） 

外産観第 ４６８  号 

平成２７年 ７月 ６日 

 

南沢南青会 

代 表 泉  清 衛 殿 

 

外ヶ浜町長 森 内  勇   印 

 

 

交付金交付決定通知書 

 

平成２７年 ６月３０日付け第 ― 号で申請のあった平成２７年度外ヶ浜町多面的機

能支払交付金については、外ヶ浜町交付規則第６条の規定により次のとおり交付すること

に決定したので通知します。 

 

記 

 

 １ 交付金額    金     １，１９７，０５６円 

 

２ 条  件     外ヶ浜町多面的機能支払交付金交付要綱を遵守すること。 

 



第６号様式（第９関係） 

番    号 

 年 月 日 

 

 

 外ヶ浜町長       殿 

 

 

交付金事業者 

住所 

団体名 

代表者名       印 

 

 

 

平成  年度外ヶ浜町多面的機能支払交付金事業完了（廃止）実績報告書 

 

 平成  年  月  日付け  第   号で交付金の交付決定の通知を受けた事業が

完了（を廃止）したので、外ヶ浜町交付規則第９条の規定により、下記のとおり報告しま

す。 

 

記 

 

１ 事業の目的 

 

２ 収支精算書           第２号様式のとおり 

 

４ 事業完了（廃止）年月日       年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第７号様式（第１１関係） 

    号 

 年 月 日 

 

 

        殿 

 

 

外ヶ浜町長       印 

 

 

交付金交付確定通知書 

 

   年 月 日付け  第  号で実績報告のあった平成  年度外ヶ浜町多面的機能

支払交付金については、外ヶ浜町多面的機能支払交付要綱第 11条の規定により次のとおり

確定したので通知します。 

 

記 

 

 １ 交付決定交付金額 

 

 ２ 確 定 交 付 金 額 

  

 ３ 交付済交付金額  

 

 ４ 未 交 付 額  

 

 


